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障害 は、病気やけがによって や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の も含めて受け取ることができる です。

には、「 」「 」があり、病気やけがで初めて医師
または （以下「医師等」といいます）の診療を受けたときに に
していた場合は「 」、 に していた場合は「

」が請求できます。
なお、 に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、 （

）を受け取ることができる制度があります。
また、障害年 を受け取るには、 の保険料納付状況などの条件が設けられてい
ます。

は、それぞれ「１ ３」の条件のすべてに該当する が受給できます。
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１
障害の原因となった病気やけがの （次ページ「 の説明」参照）
が次のいずれかの間にあること。
・国 加 期間
・20歳前または に住んでいる60歳以上65歳未満の で

に していない期間
＊ 齢基礎年 を繰り上げて受給している を除きます。

障害の状態が、 （次ページ「 の説明」参照）または20
歳に達した ときに、障害 等級表（8ペー ジ「障害 等級表」参照）に定
める1級または2級に該当していること。
＊ に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年 を

受け取ることができる場合があります（6ページ「事後重症による請求」参照）。

2

3

の にお いて、保険 料の納付 要件を満たし ている こと（5ペ
ージ参照）。
な お、20 歳 前の年 制 度に し てい ない期 間に が ある場 合
は、納付要件は不要です。
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１
2

3

１

2

3

厚 年 保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの
があること。

障害の状態が、 に、障害等級表に定める1級から3級のいずれ
かに該当していること。
＊ に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、

を受け取ることができる場合があります（6ページ「事後重症による請求」参照）。

の において、保険料の納付要件を満たしていること。

の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけが
の があること。
＊国 、厚 または共済年 を受給している を除きます。

障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・ から5年以内に治っていること（症状が固定）
・治った に障害厚 年 を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること

の において、保険料の納付要件を満たしていること。

の説明
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  初診 に 険
  の被保険者でしたか

もともとある障害と新たな障害
をあわせることで65歳前にはじ
めて1級または2級の障害の状態
になりましたか ※

※新たな障害の納付要件等を満たしている必要があります。

初診 から5年以内
に症状が固定し、
障害 の障害の
状態になりましたか
  （8ページ参照）

（または1年6カ 以内に症状が固定） （または1年6カ 以内に症状が固定）

初診 から1年6カ 過した

に1級、2級または３級の障害の
状態ですか

初診 から1年6カ 過

していますか

初診 から1年6カ 過

するまで待ってください

初診 の において保険料納付
要件を満たしていますか

65歳前に1級、2級または3級の
障害の状態になりましたか
（請求は65歳の の まで）

詳しくはお近くの など（14ページ参照）へご相談ください。

（1年6カ 以内に症状が固定した ）

（7・8ページ参照）

（５ページ参照）
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１級・２級の障害基礎年 または障害厚 を受け取ることができる に、 を
維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。

名称 加算される 年齢制限

配偶者

2 まで

3 から

加給

加算額

234,800円

1 につき

78,300円1 につき

障害厚

障害基礎

65歳未満であること
（ 15年4 1 前に まれた配偶者には年齢制
限はありません）

･18歳になった後の最初の3 31
  までの
･20歳未満で障害等級1級･2級の障
  害の状態にある

＊配偶者が、 齢厚 年 、退職共済年 （ 20年以上または の資格期間の短縮特例に限る）の受給権を 
有するときや、 を受け取る間は、加給年 額は されます。

＊ の受給者の やその配偶者が、 から を受けるようになったり、 が改定された場
合は、市区町村から されている児童扶養 当が または 部 給停 される可能性があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の児童扶養 当担当窓 にお問い合わせください。

の病気やけがによって、障害 と労災保険の障害給付が われるときは、労災保険
の給付の が減額される場合があります。
また、 の病気やけがで労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、
6年間、障害 を受け取ることができません。

234,800円

・前年所得額が4,721,000円  を超える場合は の全額が となり、3,704,000円
を超える場合は の2分の1の額が となります。
前年所得に基づく 対象期間は、『10 から翌年9 まで』です。

・恩給や労災保険の 等を受給しているときは、その受給額について障害基礎 の
額から調整されます。

・海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に した場合は、 の全額が とな
ります。
※ 扶養親族等がいない場合の所得額です。

※※

20歳前に初診 がある の障害基礎 については、 の を要件としていないこと
から、 の に関して制限や調整があります。

対象者
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障害年 の対象となる病気やけがにはどのようなものがありますか

は、病気やけがによって や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代
の も含めて請求することができます。
障害年 の対象となる病気やけがは、 の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も
対象になります。
病気やけがの主なものは次のとおりです。
1.外部障害
   眼、聴覚、 は 機能、肢体（ など）の障害など
2.精神障害
   統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
 呼吸器疾患、 患、腎疾患、肝疾患、 ・ 器疾患、糖尿病、がんなど

初めて医師等の診療を受けた病院が廃院となっており、初 を証明する書類を準備する
ことができません。どうすればよいですか

障害年 の請求時には、初 を特定するために、初 証明書類をご提出いただきますが
初診時の医療機関の証明が得られない場合でも、初 を合理的に推定できるような の書類
により、ご の申し てた が初 と認められる場合があります。
詳しくは、お近くの年 務所などへご相談ください。

障害認定 （初 から1年6カ 経過した ）から複数年経過していますが、障害年
はどのように請求すればよいですか

障害認定 から１年以上経過している場合であっても、障害認定 時点の障害の状態がわかる
診断書と現在の障害の状態（請 前3カ 以内の症状）がわかる診断書をご いただくこと
により、障害年 を請求することができます。
ただし、5年以上前の については、時効により受け取ることができません。
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